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左バンカーを
避けたいが、
右は１ペナ。
方向性に注
意。
グリーンは左
奥が高い2段
グリーン。

打ち下ろ
しのミド
ルホー
ル。
右サイド
OB、左サ
イドも意
外と浅く、
方向性に
は十分に
注意した
い。
グリーン
は縦長で
あり、残
距離には
よく注
意。
1打目OB
の場合特
設ティー

左ドッグ
レッグのロ
ングホー
ル。ティー
ショットは
右サイドの
OBゾーン
に気をつ
けて。
グリーンは
奥行きの
ある2段グ
リーンで、
ピン位置
に注意。
1打目OB
の場合特
設ティーあ
り。
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70y　　うねり

150y

縦長のグリーンに向かうショートホー
ル。左右のバンカーを避けて、ピン位
置を計算したショットが必要。

雄大なミド
ルホール。
ティーショッ
トは、フェア
ウェイの先
のうねりを
念頭に。
２打目は距
離が残る。
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真直ぐなミド
ルホール。
ティーショッ
トはフェア
ウェイ左目
で。
グリーンへ
は打ち上げ
で、ショート
すると右に
バンカー、
左にグラス
バンカーが
待ち受け
る。グリーン
は奥ゆきが
あまりない。
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打ち下ろしのショートホール。左右にバ
ンカーはあるが、グリーンは受けてい
る。奥のラフは厳しい。

グリーン左手
前の松が目
印のロング
ホール。
ティーショット
は左サイドの
クロスバン
カーを避け右
から。２打目
は残り60ヤー
ドからのバン
カー群への注
意が必要。

グリーン右前
の池が印象
的なミドル
ホール。
ティーショット
はクロスバン
カーを避けた
いが、左サイ
ドの斜面では
２打目が狙い
づらい。
左手前の花
道から攻めた
い。

①アウトオブバウンズ（ＯＢ）の境界は白杭をもっ
て標示する。
②修理地は青杭または、白線をもって限界を標示
する。
③ウォーターハザードは黄杭または黄線、ラテラ
ル・ウォーターハザードは赤杭または赤線をもっ
て限界を標示する。線と杭が併用されている場合
は線がその限界を表示する。
④１番、２番、３番、４番、６番、８番、１０番、１１
番、１２番ホールにおいてペナルティ区域（白赤
杭）を超えたときは、平行移動でドロップし、１ペナ
ルティとしてプレーを続けることとする。
⑤特設ティのあるホールにつき、第１打ＯＢの場
合は特設ティから第４打としてプレーを続けること
とする。
⑥排水溝は動かせない障害物とする。
⑦電磁誘導カート用の人工の表面を持つ軌道
は、全幅をもってプレー禁止のカート道路とする。
⑧樹木保護の為の巻物施設にはさまった球は、
罰なしにその真下の地点から、１クラブレングス以
内でドロップすることができる。
⑨バンカー内の石は動かせる障害物とする。
⑩ラウンド中すべての練習ストロークを行っては
ならない。
⑪グリーンに近接する動かせない障害物につい
て、「ゴルフ規則付１（Ｂ）５を適用する。
⑫グリーン上においてはパター以外のクラブの使
用を禁止する。
⑬本ローカル・ルール以外はすべてＪＧＡゴルフ規
則による。
本ローカル・ルールの追加・削除及び変更はクラ
ブハウス内に提示し、その日を以って効力を発す
るものとする。


